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「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに 

係る留意点について」の一部改正について 

 

  

「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る

留意点について」（平成１２年老振第７３号）を、別紙のとおり改正し、平成

１７年１０月１日より適用することとしたので、内容を御了知の上、管内内市

町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾

のないようにされたい。 

 


